
 

 

 

運天港港湾脱炭素化推進協議会 規約 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「運天港港湾脱炭素化推進協議会」（以下「協議会」という。）と称す

る。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号。以下「法」という。）第 50条の３第

１項の規定に基づき、設置するもので、運天港において、法第 50 条の２に規定される、

官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画

（以下「港湾脱炭素化推進計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うこと

を目的とする。 

 

（業務） 

第３条 協議会の行う業務は、次のとおりとする。 

 （１）港湾脱炭素化推進計画の作成及び変更に関すること 

 （２）港湾脱炭素化推進計画に基づき実施される事業に関すること 

 （３）港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関すること 

 （４）その他目的達成に必要な事項 

 

（組織） 

第４条 協議会は、別表に掲げる運天港に関連する行政機関、事業者等で構成する。ただ

し、事務局が必要と認めたときは、構成員等を追加することができる。 

 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、沖縄県土木建築部参事とする。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、沖縄県土木建築部港湾課とする。 

 

（開催） 

第７条 協議会は会長が招集する。 

２ 事務局は、協議会において協議を行うときは、法第 50条の３第３項の規定に基づき

構成員に協議を行う事項を通知しなければならない。 

３ 構成員は、法第 50条の３第４項の規定に基づき、協議の通知を受けたとき、正当な

理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。 



 

 

４ 協議会が必要と認めたときは、構成員等以外の者に対し、資料の提供、意見の表明、

その他の必要な協力を求めることができる。 

５ 協議会にて協議が整った事項については、構成員は、法第 50 条の３第６項の規定に

基づき、その協議会の結果を尊重しなければならない。 

６ 会長が必要と認めた場合は、第４条に規定する構成員以外の者の出席を求めること

ができる。 

７ 会長が必要と認めた場合は、協議事項及び出席者を限定した分科会を設置すること

ができる。 

 

（協議会の公開の取扱い） 

第８条 協議会は、構成員の自由な議論を担保する観点等から、原則として非公開とする。 

２ 配付資料の公開又は非公開の判断は、資料作成者と事務局が協議のうえ、事務局が

行う。 

３ 協議会の議事は、会議終了後に、発言者が特定されない形で概要のみ公開する。 

 

（秘密保持） 

第９条 協議会の構成員及び参加者は、協議会で知り得た情報（前条の規定により公開さ

れた議事次第、配布資料及び議事概要を除く。）を外部に漏らし、又は無断で使用しては

ならない。 

 

（アドバイザー） 

第 10条 協議会及び分科会では必要に応じて有職者によるアドバイザーの出席を求め、目

的達成にむけた助言等を得ることが出来る。 

 

（規約の改正） 

第 11条 この規約は、必要に応じて改正できるものとし、構成員の承認をもって適用され

る。 

 

（その他） 

第 12 条 この規約に定めのない事項及び疑義のある事項については、協議会で協議のうえ、

これを定める。 

 

附則 

この規約は、令和５年 12月 22 日から適用する。 

 

 

 

 

 



 

 

別表 

民間事業者、関係団体、行政機関、有識者等の名称 

民間事業者 

北部港運株式会社 

フェリー運航事業者 

伊平屋村 

伊是名村 

行政機関 

  今帰仁村 

沖縄総合事務局開発建設部港湾計画課 

沖縄総合事務局運輪部総務運航課 

沖縄県環境部環境再生課 

沖縄県土木建築部 

有識者（アドバイザー） 

堤純一郎 琉球大学名誉教授 

事務局 

沖縄県土木建築部港湾課 

 

 


